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イ ドネシ と シ パ ム油大企業インドネシアとマレーシアのパーム油大企業に
融資を行っている銀行の本国
（経済情報デ タベ 過去10年間を集計）（経済情報データベース 過去10年間を集計）

2

各銀行の融資額と融資先各銀行の融資額と融資先各銀行の融資額と融資先各銀行の融資額と融資先

銀行名 パ ム油企業 融資された 植林をされて 融資先の銀行名 パーム油企業
への融資額

(約億円＝
US$ million)

融資された
企業の

土地保有面
積

植林をされて
いない

土地面積

融資先の
企業名

US$ million) 積

三菱東京
ＵＦＪ銀行

1,172.08 2,584,000ha 997,500ha WI, AAL, SD, 
BA, TAP, IOI

三井住友銀行 764.05 1,662,300ha 637,500ha WI, IAR, AAL, 
BA, IOI

みずほ銀行 379 17 1 710 200ha 584 300ha WI SD IOIみずほ銀行 379.17 1,710,200ha 584,300ha WI, SD, IOI

合計 2,315.30 2,979,100ha 1,007,900ha WI, IAR, AAL, 
SD BA TAPSD, BA, TAP, 

IOI

WI= Wilmar, IAR= Indofood Agri Resources;  
AAL= Astra Agro Lestari; 
BA= Bumitama Agro; TAP=Triputera Agri Persada; IOI=IOI; 
SD=Sime Darby 3

日本の銀行が持つ影響力日本の銀行が持つ影響力日本の銀行が持つ影響力日本の銀行が持つ影響力

これらの企業の保有する土地面積は、
四国の１.５倍＝東京都の13倍程度。

う 様 広 が パ 油そのうち、四国と同様の広さが既にパーム油
農園に転換された。その多くが熱帯林であっ
たた。
３分の１以上の面積は、まだ伐採されていな
い。い。

熱帯林を保全し、絶滅危惧種や泥炭地、先住熱帯林を保全し、絶滅危惧種や泥炭地、先住
民族や地域住民の権利を守り、気候変動の緩
和を支援するために・・・日本の銀行は
まだ影響力を与えることができるまだ影響力を与えることができる。
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貴重な熱帯林が貴重な熱帯林がパーム油にパーム油に貴重な熱帯林が貴重な熱帯林が ム油にム油に

インドネシアの熱帯林は 地球上で最も生態的インドネシアの熱帯林は、地球上で最も生態的
に豊かな生態系の一つ。

地球の陸上の１％に当たる土地に 既に知られ地球の陸上の１％に当たる土地に、既に知られ
ている植物の10％、ほ乳類の12％、鳥類の17％
が生息するが生息する。

その熱帯林は急速に失われており、パーム油開
発がその最大の原因とな ている発がその最大の原因となっている。

RAN ファクトシート

http://ran.org/sites/default/files/po_factsheet.p
df
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銀行銀行のの融資先チェックシステム融資先チェックシステム銀行銀行のの融資先チ ックシ テ融資先チ ックシ テ

赤道原則：開発プロジェクト案件での環境・社会影響とリスク
を評価・管理するため金融業界が独自に設定した行動原則。を評価 管理するため金融業界が独自に設定した行動原則。

対象＝1千万ドル以上のプロジェクト融資など大型案件のみ。
総借入額1億ドル(約100億円)以上で、貸出期間2年以上、5千
万ドル(約50億円)以上のプロジェクト紐付き企業金融などに万ドル(約50億円)以上のプロジェクト紐付き企業金融などに
限定される。

パーム農園への融資は赤道原則の適用範囲外となる。
Ex. 2013年に約20億円をブミタマ社の一般運転

資金として融資資金として融資

違法性の高い開発例や人権侵害（事例）も多発している。
→赤道原則の適用範囲を超え、一般的な運転資金においても、
確認プロセスが求められる。
→「ビジネスと人権に関する指導原則」やISO26000に基づくビジネスと人権に関する指導原則」やISO26000に基づく
確認や以下の対応を。
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重要課題に対処する融資方針へ重要課題に対処する融資方針へ重要課題に対処する融資方針へ重要課題に対処する融資方針へ

絶滅危惧種生息地含む森林減少への対処
泥炭地保全への対処
土地紛争への対処
労働問題（強制労働・児童労働）への対処
サプライチェーン透明性の評価
先住民族の権利尊重〜UNDRIP対応
FAO Voluntary Guidelines on the y
Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the 
Context of National Food SecurityContext of National Food Security. 
企業の紛争解決メカニズムの評価
企業の汚職や不正行為 の対処企業の汚職や不正行為への対処
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個別事例の情報など個別事例の情報など個別事例の情報など個別事例の情報など

Wilmar社による No Deforestration, No 社による ,
Peat, No Exproitation Policy
http://mongabay-images.s3.amazonaws.com/13/Wilmar-Policy.pdf

JAPANESE BANKS AND PALM OIL: ACTIONS NEEDED TO 
PROTECT ORANGUTANS AND RAINFORESTS AND PREVENTPROTECT ORANGUTANS AND RAINFORESTS AND PREVENT 
SOCIAL CONFLICT

事例 は を参照事例については、以下を参照
BankTrack：金融面から問題解決を目指すNGOネットワーク

http://www.banktrack.org/show/pages/banks_and_palm
_oil
Bumitama社の事例Bumitama社の事例
Wilmar社の事例
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